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(57)【要約】
【課題】警送員へ各店舗の最新指示を通話不要で知らせ
ることができる機構をＡＴＭに追加し、警送員とオペレ
ータの通話時間の短縮を実現する。
【解決手段】複数のＡＴＭと警送業務支援のための運営
管理センタがネットワークを介して接続された警送業務
支援システムにおいて、上記運営管理センタのセンタコ
ンピュータに設けられているデータベースで回収対象の
カード情報及び回収対象の封入金情報を含む警送計画を
リアルタイムで更新すると共に、上記各ＡＴＭは上記運
用センタの上記データベースを参照して、警送員にリア
ルタイムで警送業務の誘導・支援を行う。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＡＴＭと警送業務支援のための運営管理センタがネットワークを介して接続され
た警送業務支援システムにおいて、
　上記運用管理センタにセンタコンピュータを設け、該運営管理センタのセンタコンピュ
ータのデータベースにおいて、回収対象のカード情報及び回収対象の封入金情報を含む警
送計画をリアルタイムで更新すると共に、上記ＡＴＭにおいて、上記警送計画をリアルタ
イムで画面に表示することを特徴とする警送業務支援システム。
【請求項２】
　前記ＡＴＭは、係員モードで起動する鍵を設け、上記鍵により係員モードで起動すると
、ＡＴＭのプログラムは運用管理センタのセンタコンピュータのデータベースを参照して
最新の警送計画の内容を取得し、最新の警送計画に従い、警送作業を誘導・支援すること
を特徴とする前記請求項１記載の警送業務支援システム。
【請求項３】
　前記係員モードで表示するボタンは、前記データベースを参照し、各店毎の警送計画で
必要なボタンだけを表示・制御することを特徴とする前記請求項１、または２記載の警送
業務支援システム。
【請求項４】
　前記係員モードで表示されたボタンは、全て実行しないと警送員が退店できないよう制
御することを特徴とする前記請求項１～３の内、いずれか１項記載の警送業務支援システ
ム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＡＴＭの警送業務における係員処理、特にその支援処理に関する。
　なお、警送とは、現金・有価証券などの重要物を、指定地から指定地へ安全に輸送する
業務のことである。日本では大手運送会社が警送業務の大手であり、銀行等金融機関から
の委託を受け、ＡＴＭの現金回収・補充業務を行っている。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＡＴＭの警送業務における係員処理は、以下のようになされる。なお、この従来
処理について、図１９～２３が参照される。
【０００３】
（１）一般的に警送業務を行う警送員は、朝、警送拠点から輸送車で出発し、当日の計画
されたルート上のＡＴＭ店舗を巡回しながら、夕刻までに拠点に戻る。
（２）警送員は、ＡＴＭの現金を回収・補充する以外にも店舗でＡＴＭの以下の管理作業
を行う。
－レシートを補充・交換する。
－お客様の取り忘れカードを回収する。
－パンフレット補充・交換、ポスター貼り替えなど。
－各店舗で行うべき単位の作業内容は当日朝に警送員に手渡しされる指示書兼チェックリ
スト（紙）に記載されている。
（３）各ＡＴＭは、警送業務を主管する運用管理センタへ接続するインターホンを併設し
、警送員は電話口で運用オペレータから、自身がなすべき作業の指示を仰ぐことができる
。
（４）警送員は、ＡＴＭに係員鍵を差し込み、ＡＴＭを係員モードへ切替え、タッチパネ
ルまたは係員操作盤を使い、指示書に従い、管理作業の操作を行う。
【０００４】
　これらの作業を図１９～図２３について、具体的な事例について説明すると、以下のご
とくなる。
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【０００５】
（１）トラブル発生時
　図１９において、トラブルが発生するとＡＴＭ側からトラブルが通知され（４０）、オ
ペレータ４１から警備員４２に電話で指示がいく。オペレータ４１は、警送受付（４３）
を入力する。警備員は、赤封筒（銀行現金）、青封筒（顧客現金）及びカードをＡＴＭ装
置内に一時保管する。なお、ここで、警備員とは銀行側の警備担当者であり、警送員とは
警送会社からＡＴＭ警送業務処理用に派遣される担当者をいう。
（２）警送員入店
図２０に示すように、警送員が派遣され、警送員は入店するとオペレータ５３に電話（５
０）し、オペレータは警送受付を確認して管理帳票を更新すると共に、警送員へ電話（５
２）で「封筒枚数、番号、回収カード枚数」等の指示を出す。
　警送員は、カセットを交換し、回収物を持ち帰る。
（３）回収金計算
　警送員がカセット交換を行った店舗の有高情報は、警送会社に通知される（図２１）が
、警送の終了状況がシステム的に分らないため、図２２に示すように、回収金チームは、
現金情報の確認作業を日に何度も繰り返している。
　そして、回収金チームは、その都度、警送時刻及び現金情報を手入力で修正している（
図２３）。
【０００６】
　上記従来のＡＴＭの警送業務における係員処理には、以下のような問題があった。
（１）警送員は前日または当日の朝までの情報を元に作成された指示書にもとづき、警送
作業を行うため、店舗到着時、指示書に記載されている作業内容が一部変更されているこ
とがある。
　例えば、以下の事例があげられる。
－回収する取忘カード枚数が増えた。（例．指示書記載：２枚、店舗到着時：３枚）
－回収する取忘カードのうち1枚は、店舗へお客様が直接受け取りにくる連絡があったの
で、回収不要となった。
－警送員到着前に紙幣詰りが発生し、しわくちゃとなってしまった紙幣を専用回収封筒（
封入金と呼ぶ）に入れ、ＡＴＭ内の保管場所に入れておいた。
【０００７】
（２）上記のとおり、警送員持参の指示書と実際の作業内容のズレが常に発生するため、
警送員は店舗へ入店後、必ず、装置備え付けのインターホンで運用管理センタへ連絡を入
れ、オペレータからの指示を仰ぐことで問題を回避している（図２０の５０参照）。
　そのため、警送員からのインターホン呼び出しに対応するため、運用管理センタにはピ
ーク時間帯にあわせ、電話回線設備とオペレータの配備が必要となり、コストがかかる。
　オペレータの数が充分でない場合、警送員はインターホンで待たされることになり、1
日に巡回できる店舗の数が少なくなる。
【０００８】
（３）警送員の入店・退店時刻、操作記録は、電話応対したオペレータが紙に記入してい
た。その際の紙への記入もれや、誤記も多く、訂正のための事務処理に多くの時間や労力
を費やしていた（図１９，図２０参照）。
【０００９】
（４）警送員がＡＴＭを操作する際に使用する「係員モード」メニューには、ＡＴＭが備
える全ての係員操作機能のボタンが表示される。警送員は指示書に従い、ボタンを選択し
て警送作業を行うが、店舗により、操作する項目が違うため、押し間違いや操作忘れによ
るミスが発生すると、警送員自身では、なかなか気づかない。よって、作業終了後、イン
ターホンで運用管理センタへ連絡を入れてもらい、オペレータが警送員から作業結果のヒ
アリングを行い、ミスを抑制している。
【００１０】
　それにより、警送員とオペレータがインターホンで会話する時間はますます長時間とな
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り、作業の信頼性を高めようとすると、電話回線やオペレータの数が必要となり、コスト
を優先し、オペレータの数を絞ると、警送員が１日で回る店舗が少なくなる問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００９－２８９１３０号公報
【特許文献２】特許第４１０８９９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上記従来のＡＴＭの警送業務における係員処理の上記欠点を解消し、以下の
課題の解決を図ることを目的とする。
【００１３】
（１）ＡＴＭに警送員への各店舗の最新指示を通話不要で知らせることができる機構を追
加する。警送員とオペレータの通話時間の短縮を実現する。
（２）ＡＴＭに係員モードでの操作ミスを防止する仕組みを追加し、警送員とオペレータ
の通話時間の短縮を実現する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明に係るＡＴＭの警送業務における係員処理は、以下の
要件を有する。
【００１５】
（１）運用管理センタにセンタコンピュータを設け、該コンピュータのデータベースで警
送計画をリアルタイムで更新する。更新情報は、例えば、以下のとおりである。
－回収対象のカード情報（新規・更新・削除・参照）
－回収対象の封入金情報（新規・更新・削除・参照）
（２）警送員がＡＴＭを係員モードで起動すると、ＡＴＭのプログラムは運用管理センタ
のセンタコンピュータのデータベースを参照し、最新の警送計画の内容を取得する。
（３）警送員がＡＴＭの係員モードで操作を行うと、上記プログラムが最新の警送計画に
従い、警送員を誘導・支援する。
（４）係員モードで表示するボタンは、ＡＴＭが備える全機能ではなく、上記データベー
スを参照し、各店毎の警送計画で必要なボタンだけを表示・制御する。
（５）係員モードで表示されたボタンは、全て実行しないと警送員は退店できないよう制
御する。このことにより、操作忘れを防止する。
（６）警送員の入店・退店・操作記録は、紙ではなく、コンピュータ・プログラムにより
自動で運用管理センタのセンタコンピュータのデータベースに保存する。
【００１６】
　すなわち、本発明の警送業務支援システムは、複数のＡＴＭと警送業務支援のための運
営管理センタがネットワークを介して接続された警送業務支援システムにおいて、上記運
用管理センタにセンタコンピュータを設け、該運営管理センタのセンタコンピュータのデ
ータベースにおいて、回収対象のカード情報及び回収対象の封入金情報を含む警送計画を
リアルタイムで更新すると共に、上記ＡＴＭにおいて、上記警送計画をリアルタイムで画
面に表示することを特徴とする。
【００１７】
　さらに、前記ＡＴＭは、係員モードで起動する鍵を設け、上記鍵により係員モードで起
動すると、ＡＴＭのプログラムは運用管理センタのセンタコンピュータのデータベースを
参照して最新の警送計画の内容を取得し、最新の警送計画に従い、警送作業を誘導・支援
すること、あるいは、前記係員モードで表示するボタンは、前記データベースを参照し、
各店毎の警送計画で必要なボタンだけを表示・制御することを特徴とする。
　またさらに、前記係員モードで表示されたボタンは、全て実行しないと警送員が退店で
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きないよう制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の警送業務支援機能付ＡＴＭを用いれば、以下の効果が生じる。
（１）警送員がＡＴＭから回収を行う際、最新の情報（回収対象のカード、封入金）を提
供でき、回収の間違いを防止できる。
（２）警送員の入店・退店・操作記録を紙に記入する必要もなくなり、誤りの防止になる
。
（３）警送員と運用管理センタのオペレータの通話が削減される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明のＡＴＭの警送業務における係員処理（トラブル発生時処理手順）の概念
図である。
【図２】本発明のＡＴＭの警送業務における係員処理（通常の入店後の処理手順）の概念
図である。
【図３】本発明のＡＴＭの警送業務における係員処理（回収金計算処理手順）の概念図で
ある。
【図４】本発明のＡＴＭの警送業務における警送依頼処理のフローチャートである。
【図５】本発明のＡＴＭの警送業務における障害処理のフローチャートである。
【図６】本発明のＡＴＭの警送業務における警送員入店後のフローチャートである。
【図７】本発明のＡＴＭの警送業務における封入金回収処理のフローチャートである。
【図８】本発明のＡＴＭの警送業務における回収カード回収処理のフローチャートである
。
【図９】本発明のＡＴＭの警送業務における付帯作業のフローチャートである。
【図１０】本発明のＡＴＭの警送業務における出金カセット装填・回収カセット交換処理
のフローチャートである。
【図１１】本発明のＡＴＭの警送業務における退店時のフローチャートである。
【図１２】本発明のＡＴＭの警送業務に用いられるシステム構成を示す図である。
【図１３】本発明のＡＴＭの警送業務に用いられる「警送計画マスターテーブル」の例を
示す図である。
【図１４】本発明のＡＴＭの警送業務に用いられる「装填枚数マスターテーブル」の例を
示す図である。
【図１５】本発明のＡＴＭの警送業務に用いられる「封入金管理テーブル」の例を示す図
である。
【図１６】本発明のＡＴＭの警送業務に用いられる「回収カード管理テーブル」の例を示
す図である。
【図１７】本発明のＡＴＭの警送業務に用いられる「ＡＴＭ→センタコンピュータ（リク
エスト）」の電文例を示す図である。
【図１８】本発明のＡＴＭの警送業務に用いられる「センタコンピュータ→ＡＴＭ（レス
ポンス）」の電文例を示す図である。
【図１９】従来のＡＴＭの警送業務における係員処理（トラブル発生時処理手順）の概念
図である。
【図２０】従来のＡＴＭの警送業務における係員処理（警送員入店後の処理手順）の概念
図である。
【図２１】従来のＡＴＭの警送業務における係員処理（回収金計算処理手順１）の概念図
である。
【図２２】従来のＡＴＭの警送業務における係員処理（回収金計算処理手順２）の概念図
である。
【図２３】従来のＡＴＭの警送業務における係員処理（回収金計算処理手順３）の概念図
である。
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【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図１～図１８を参照しながら本発明に係る警送業務支援機能付ＡＴＭの各種処理
について、詳細に説明する。
【００２１】
　図１は、本発明のＡＴＭの警送業務における係員処理（トラブル発生時処理手順）の概
念図を、図２は、本発明のＡＴＭの警送業務における係員処理（通常の入店後の処理手順
）の概念図を示す。また、図３は、本発明のＡＴＭの警送業務における係員処理（回収金
計算処理手順）の概念図を示す。
【００２２】
　図１２は、ＡＴＭ保守管理システムのネットワーク構成を示す図である。ＡＴＭ保守管
理システムは、ＡＴＭ（自動取引装置：Automated Teller Machine）１の保守管理をする
ための保守管理系のシステムであり、ＡＴＭ１が銀行ホスト２と通信可能に接続する銀行
業務処理系のシステムから独立して構成されている。
【００２３】
　ＡＴＭ１は、顧客の口座の残高照会、顧客の口座への入金、顧客の口座からの出金など
顧客に対してサービスを提供する端末装置である。運用管理センタ３は、ＡＴＭの稼動状
態を監視し、ＡＴＭ（自動取引装置）を保守するための情報を管理する管理装置（保守管
理装置）を備える。図示せぬＣＥ（Customer Engineer）センタは、ＡＴＭ（自動取引装
置）１の保守管理をおこなう拠点であり、所定の地域エリア毎にＣＥセンタが設けられる
。また、ＣＥセンタは、運用管理センタ３と保守管理のための情報の通信をおこなう管理
装置を備える。なお、運用管理センタ３がＣＥセンタに代わって保守管理の拠点機能を有
することもできる。
【００２４】
　各銀行の各支店は、店舗内にＡＴＭを備える。各ＡＴＭ１は、ネットワーク１１を介し
て運用管理センタ３と通信可能に接続する。なお、ＡＴＭは、銀行の店舗内に設置される
場合に限らず、店舗外の場所（たとえば、役所、駅、ショッピングモールなどの屋内、ま
たはこれら施設の駐車場などの屋外など）に店外機として設けられる場合がある。
【００２５】
　各ＡＴＭ（自動取引装置）は、上記した保守管理系のシステム構成とは別にネットワー
クを介して銀行ホストと通信可能に接続する銀行業務処理系のシステムを構成している。
【００２６】
　各ＣＥ（Customer Engineer）センタは、ネットワークを介して運用管理センタ３と通
信可能に接続する。各ＡＴＭは、機番（ユニークな識別情報）により一意に特定可能にな
っている。また、機番は、支店番号（金融機関番号を含む、ＡＴＭの管理エリアを特定可
能な情報）と対応付けされて管理される。したがって、運用管理センタは、機番によりＡ
ＴＭ（自動取引装置）を特定し、支店番号により管理エリアを特定できる。
【００２７】
　図１～図３を前記従来システムの作業の図１９～図２０と対比して説明すると、
（１）トラブル発生時（図１）
　図１において、トラブルが発生すると、ＡＴＭからＡＴＭのトラブルを処理する遠隔監
視制御装置に該トラブルが通知され（１０）、オペレータ１１から警備員１２に電話で指
示がいく。また、オペレータ１１は、センタコンピュータに最新の警送情報を入力する（
１３）。ＡＴＭ側の警備員は、従来同様、赤封筒（銀行現金）、青封筒（顧客現金）及び
カードをＡＴＭ装置内に一時保管する。
【００２８】
（２）警送員入店（図２）
　警送員が派遣され、警送員は入店すると、ＡＴＭからセンタコンピュータに入店情報（
２２）を入力する。次いで、封筒枚数、番号、回収カード枚数等の警送業務に必要な最新
情報をセンタコンピュータから入手（２２）し、ＡＴＭの画面に表示しながら警送業務を
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行う。
【００２９】
　また、警送員は、ＡＴＭ端末において、警送員がセンタコンピュータの「封筒枚数、番
号、回収カード枚数」等のデータ更新を行う。警送員は、カセットを交換し、回収物を持
ち帰る。
【００３０】
　この処理が、従来「オペレータに電話（５０）し、オペレータは警送受付を確認（５３
）して、警送員へ電話（５２）で指示を出す。オペレータは警送受付終了後、「封筒枚数
、番号、回収カード枚数」等の記録を更新する」(図２０)と異なる。
【００３１】
（３）回収金計算（図３）
　警送員の退店通知（２４）もＡＴＭ端末に入力され、カセット交換を行った店舗の有高
情報は、センタコンピュータを介して警送会社に通知される。したがって、警送会社は当
日の警送終了状況をセンタコンピュータでの履歴を見ればリアルタイムで把握できる。
【００３２】
　回収金情報もＡＴＭ端末から回収金アプリを介して上記センタコンピュータに入力され
、回収金アプリ上で封入金・ＲＪカード・テーブル２６が表示されるようになり、これを
警送実施店分回収金テーブル２７として一覧表示される。
【００３３】
　回収金チームは、いつでもリアルタイムで最新の上記回収金テーブルを参照できるので
、従来のように、警送の終了状況がシステム的に分らないため、図２２の場合に回収金チ
ームが現金情報の確認作業を日に何度も繰り返しているといった従来システムの不便が解
消される。
【００３４】
　以下、図４～図１１によって、ＡＴＭとセンタコンピュータ間のやりとりの詳細をフロ
ーチャートを用いて説明する。
【００３５】
　図４は、現金残量は残り少ないまたは、現金があふれそうになっているＡＴＭを遠隔監
視制御装置で確認し、警送計画を起案する時の警送計画のフローチャートを示す。
【００３６】
（１）まず、ＡＴＭの現金補充回収を行うことを決定する（Ｓ１０１）。
（２）次いで、警送会社への警送依頼書作成する（Ｓ１０２）。
　警送依頼書には、下記事項が記入される。
・警送拠点識別番号
・ＡＴＭ識別番号
・警送計画日
・警送依頼種別
・警送作業種別
・万券装填枚数、千券装填枚数
（３）次いで、警送会社への警送依頼書が送付される。
　同時に、センタコンピュータの警送計画マスターテーブル１０４、装填枚数マスターテ
ーブル１０５へ依頼書の内容をアップロードする（Ｓ１０３）。
（４）警送会社では、依頼された期日に、警送員に現金カセットを持たせ、出動する。
【００３７】
　図５は、ＡＴＭ稼働中に発生する障害処理のフローチャートを示す。
　ＡＴＭ稼働中に発生する障害は、遠隔監視制御装置へ通知され、障害を解除して復旧さ
せるオペレータが２４時間、運用管理センタへ待機しており、障害対処はリアルタイムで
行う。
【００３８】
（１）まず、ＡＴＭから遠隔監視制御装置へ障害通知がある（Ｓ２０１）。
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　その内容は、例えば、以下の状態である。
・紙幣詰まり障害
・カード取り忘れ　等　　
　この場合、ＡＴＭは休止状態になる。
（２）警備員出動を依頼する（Ｓ２０２）。
（３）警備員が到着し、装置の扉を開けて中を確認する（Ｓ２０３）。
作業は、例えば、以下のような作業となる。
・紙幣詰まりを除去
・カードを確認
（４）作業後、警備員から運用管理センタへ電話で連絡する（Ｓ２０４）。
報告事項は、以下のとおりである。
・除去した紙幣の金種別枚数
・回収したカードの種別と口座番号等
（５）運用管理センタのオペレータは、警備員から連絡を受けた内容をセンタコンピュー
タの封入金管理テーブル２０６，回収カード管理テーブル２０７へアップロードする（Ｓ
２０５）。
（６）その後、運用管理センタのオペレータは、封筒番号を採番した結果を警備員へ通知
し、封筒に記入してもらう（Ｓ２０８）。
（７）最後に、警備員は、封入金を封入金格納部に、カードをカード格納部へ格納し、退
店する（Ｓ２０９）。
【００３９】
　図６は、警送員入店後のＡＴＭとセンタコンピュータ間の情報処理の具体的なフローチ
ャートを示す。
【００４０】
（１）警送依頼書を受け、警送員が出動する（Ｓ３０１）。
（２）警送員がＡＴＭ全面に到着する（Ｓ３０２）。
（３）警送員は係員鍵をＡＴＭに差し込み、捻る。係員鍵はスイッチとなっているので、
捻る動作をトリガーにＡＴＭのタッチパネル画面は係員専用画面となる（Ｓ３０３）。
（４）タッチパネルで警送ボタンを押す。この時、警送員認証のため、パスコード入力画
面となる（Ｓ３０４）。
（５）タッチパネルでパスコードを入力し一致すると、次のステップに移行する。
（６）次いで、警送員は、ＡＴＭ内記憶装置に保存されているＡＴＭ識別番号で電文を編
集し、「入店通知リクエスト電文」を作成し、センタコンピュータと通信を行う（Ｓ３０
６）。
（７）センタコンピュータの方では、受信した「ＡＴＭ識別番号」をキーとして、警送計
画マスターテーブルを検索する（Ｓ３０７）。
（８）「本日、警送計画あり」の場合、警送計画を実行中とし、入店時刻を記録する（Ｓ
３１１）。
　なお、「本日、警送計画なし」の場合は、「入店通知レスポンス電文（異常）」がＡＴ
Ｍ側に送信される。ＡＴＭではエラー画面を表示して、Ｓ３０３の係員専用画面に戻る（
Ｓ３１０）。
（９）警送計画に従い、警送メニュー画面に表示するキーを編集し、応答する（Ｓ３１３
）。「入店通知レスポンス電文（正常）」がＡＴＭ側に送信される。
（１０）警送員は、ＡＴＭ側で、タッチパネルに警送メニュー画面を表示する（Ｓ３１４
）。
【００４１】
　このように、上記センタコンピュータ側の処理は、ＡＴＭ側の警送員の入力処理に応じ
て、コンピュータが自動処理を行うのでオペレータは介在しなくて済む。
【００４２】
　図７は、封入金回収処理のＡＴＭとセンタコンピュータ間の情報処理の具体的なフロー
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チャートを示す。
【００４３】
（１）警送員が、タッチパネルに表示されている警送メニュー画面で「封入金」ボタンを
押す（Ｓ４０１）。
（２）ＡＴＭ機内に保管されていた封筒の番号を１件単位でタッチパネル入力する（Ｓ４
０２）。
（３）確認画面で確認後、入力された封筒数と封筒番号を編集し、センタコンピュータへ
「封入金回収完了リクエスト電文」を送信する（Ｓ４０３）。
（４）センタコンピュータ側では、受信した「ＡＴＭ識別番号」をキーとして、封入金管
理テーブル４０５を検索する（Ｓ４０４）。
（５）入力内容がテーブルと一致すると、回収された封筒の記録を“回収済み”に更新す
る（Ｓ４０７）。
　なお、入力内容がテーブルと一致しない場合は、「封入金回収完了レスポンス電文（異
常）」がＡＴＭ側に送信される。ＡＴＭではエラー画面を表示して、警送メニュー画面に
戻る（Ｓ４０６）。
（６）警送計画マスターテーブル４１０で、警送計画を封入金回収実行済みとする（Ｓ４
０９）。
（７）次いで、ＡＴＭ側に「封入金回収完了リクエスト電文（正常）」が送信され、「ボ
タン表示制御＝封入金ボタン：“済み”」の制御信号が送られる。
　これにより、ＡＴＭ端末には、タッチパネルに警送メニュー画面を表示する（Ｓ４１１
）。なお、封入金ボタンは、実行済みのため、背景色と同じ色になる。
【００４４】
　図８は、回収カード回収処理のＡＴＭとセンタコンピュータ間の情報処理の具体的なフ
ローチャートを示す。
【００４５】
（１）警送員が、タッチパネルに表示されている警送メニュー画面で「カード回収」ボタ
ンを押す（Ｓ５０１）。
（２）次いで、ＡＴＭ機内に保管されていたカードの枚数をタッチパネルで入力する（Ｓ
５０２）。
（３）確認画面で確認後、入力されたカード枚数を編集し、「カード回収完了リクエスト
電文」を作成してセンタコンピュータへ送信する（Ｓ５０３）。
（４）センタコンピュータ側では、受信した「ＡＴＭ識別番号」をキーとして、回収カー
ド管理テーブル５０５を検索する（Ｓ５０４）。
（５）入力内容がテーブルと一致すると、回収されたカードの記録を“回収済み”に更新
し、該情報は、回収カード管理テーブル５０８に格納される（Ｓ５０７）。
　なお、入力内容がテーブルと一致しない場合は、「カード回収完了レスポンス電文（異
常）」がＡＴＭ側に送信される。ＡＴＭではエラー画面を表示して、警送メニュー画面に
戻る（Ｓ５０６）。
（６）警送計画を封入金回収実行済みとされ、該情報は警送計画マスターテーブル５１０
に格納される（Ｓ５０９）。
（７）次いで、「回収カード完了レスポンス電文（正常）」及び「ボタン表示制御＝カー
ド回収ボタン：“済み”」の制御信号がＡＴＭ側に送信され、ＡＴＭ端末では、タッチパ
ネルに警送メニュー画面を表示する（Ｓ５１１）。なお、カード回収ボタンは、実行済み
のため、背景色と同じ色になる。
【００４６】
　図９は、付帯作業のＡＴＭとセンタコンピュータ間の情報処理の具体的なフローチャー
トを示す。
【００４７】
（１）警送員が、タッチパネルに表示されている警送メニュー画面で「付帯作業」ボタン
を押す（Ｓ６０１）。
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（２）次いで、センタコンピュータへ「付帯作業入力通知リクエスト電文」を送信する（
Ｓ６０２）。
（３）センタコンピュータ側では、受信した「ＡＴＭ識別番号」をキーとして、付帯作業
管理テーブル６０４を検索する（Ｓ６０３）。
（４）「付帯作業登録あり」の場合、「付帯作業入力通知レスポンス電文（正常）」をＡ
ＴＭ側に送信する。
なお、「付帯作業登録なし」の場合は、「付帯作業入力通知レスポンス電文（異常）」が
ＡＴＭ側に送信される。ＡＴＭでは、エラー画面を表示して、警送メニュー画面に戻る（
Ｓ６０５）。
（５）ＡＴＭ側では、応答された“付帯作業名称”をタッチパネルに表示し、“はい”ま
たは“いいえ”ボタンが押されるのを待ち合わせる（Ｓ６０６）。
（６）次いで、「付帯作業入力通知リクエスト電文」がセンタコンピュータに送信され、
センタコンピュータ側では次の付帯作業を編集する（Ｓ６０７）。なお、付帯作業は１件
づつ編集し、応答する。
（７）次いで、「付帯作業終わり？」かどうかを検出し、“いいえ”の場合は上記（４）
のステップに戻り、次の付帯作業を行い、付帯作業終了までこのルーチンを繰り返す。
（８）付帯作業がすべて終了した時、「付帯作業終わり？」の問いに対して“はい”と入
力した付帯作業を“実施済み”に更新し、付帯作業管理テーブル６０９に格納する（Ｓ６
０８）。
（９）次いで、警送計画を付帯作業実行済みとし、警送計画マスターテーブル６１１に該
情報を格納する。
（１０）センタコンピュータから「付帯作業入力通知レスポンス電文（正常）」および「
ボタン表示制御＝付帯作業ボタン：“済み”」の制御信号がＡＴＭ端末側に送信され、Ａ
ＴＭ端末側では、タッチパネルに警送メニュー画面を表示する（Ｓ６１２）。なお、付帯
作業ボタンは、実行済みのため、背景色と同じ色になる。
【００４８】
　図１０は、出金カセット装填・回収カセット交換のＡＴＭとセンタコンピュータ間の情
報処理の具体的なフローチャートを示す。
【００４９】
（１）警送員が、タッチパネルに表示されている警送メニュー画面で「カセット」ボタン
を押し、カセットを交換する（Ｓ７０１）。
（２）ＡＴＭ側からセンタコンピュータへ「出金カセット装填、回収カセット交換のリク
エスト電文」を送信する（Ｓ７０２）。
（３）センタコンピュータ側では、受信した「ＡＴＭ識別番号」をキーとして、警送計画
マスタテーブル７０４を検索する（Ｓ７０３）。
（４）次いで、金融機関ホストコンピュータから、取引成立金額カウンタを取得する（Ｓ
７０６）。例えば、以下のとおりである。
　　　入金　○万△千円　　出金●万▲千円
（５）「前回の装填金＋入金○万△千円-出金●万▲千円＋封入金」の金額が、警送員が
持ち帰る回収金の金額になる（Ｓ７０７）。
（６）これらが一致すると、警送計画を付帯作業実行済みとする（Ｓ７０８）。
該情報が、警送計画マスターテーブル７０９に格納される。
（７）「カセット装填/交換レスポンス電文（正常）」及び「ボタン表示制御＝カセット
装填/交換ボタン：“済み”」制御信号がＡＴＭ側に送信され、ＡＴＭ側端末のタッチパ
ネルに警送メニュー画面を表示する。なお、カセットボタンは、実行済みのため、背景色
と同じ色になる（Ｓ７１０）。
【００５０】
　図１１は、退店時のＡＴＭと運用コンピュータ間の情報処理の具体的なフローチャート
を示す。
【００５１】
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（１）警送員が、タッチパネルに表示されている警送メニュー画面で「退店」ボタンを押
す（Ｓ８０１）。
（２）センタコンピュータへ「退店通知リクエスト電文」を送信する（Ｓ８０２）。
（３）センタコンピュータ側では、受信した「ＡＴＭ識別番号」をキーとして、警送計画
マスタテーブル８０４を検索する（Ｓ８０３）。
（４）「全作業を終了している？」をチェックし“はい”の場合は、警送計画を実行済み
とし、退店時刻を記録する（Ｓ８０５）。該情報が、警送計画マスターテーブル８０６に
格納される。
なお、「全作業を終了している？」をチェックし“いいえ”の場合は、「退店通知レスポ
ンス電文（異常）」がＡＴＭ側に送信される。ＡＴＭではエラー画面を表示して、警送メ
ニュー画面に戻る（Ｓ８０８）。
（５）「退店通知レスポンス電文（正常）」がＡＴＭ側に送信され、タッチパネルに係員
画面を再表示し、警送員は鍵を元の位置に戻し、退店する（Ｓ８０７）。
【００５２】
　図１３～図１６は、前記センタコンピュータのデータベースのファイル構造を示す。
　図１３は、本発明のＡＴＭの警送業務に用いられる「警送計画マスターテーブル」の例
を示す。
　図１４は、本発明のＡＴＭの警送業務に用いられる「装填枚数マスターテーブル」の例
を示す。
　図１５は、本発明のＡＴＭの警送業務に用いられる「封入金管理テーブル」の例を示す
。
　図１６は、本発明のＡＴＭの警送業務に用いられる「回収カード管理テーブル」の例を
示す。
【００５３】
　なお、図１７は、本発明のＡＴＭの警送業務に用いられる「ＡＴＭ→センタコンピュー
タ（リクエスト）」の電文例を示す。
　また、図１８は、本発明のＡＴＭの警送業務に用いられる「センタコンピュータ→ＡＴ
Ｍ（レスポンス）」の電文例を示す。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　前記の如く、本発明の警送業務支援機能付ＡＴＭを用いれば、以下の効果が生じる。
（１）警送員がＡＴＭの回収を行う際、最新の情報（回収対象のカード、封入金）を提供
でき、回収の間違いを防止できる。
（２）警送員の入店・退店・操作記録を紙に記入する必要もなくなり、誤りの防止になる
。
（３）警送員と運用管理センタのオペレータの通話が削減される。
　従来の技術では１回の警送あたり、１０分間の通話が必要としたので、１日に５００台
のＡＴＭ警送がある場合、実に、８３．３時間/日（8時間勤務前提の場合、約１０人）の
運用オペレータの削減が可能となる。
【００５５】
　従って、本発明の警送業務支援システムを採用すれば、大幅な運用コスト削減と警送業
務の作業信頼性の向上効果は大きく、正確さと共に作業効率も向上するので産業上の利用
性は高い。
【符号の説明】
【００５６】
　　１　ＡＴＭ
　　２　金融機関ホストコンピュータ
　　３　運用管理センタ
　　４　センタコンピュータ
　　５　表示装置



(12) JP 2012-168657 A 2012.9.6

　　６　入力装置
　　７　補助記憶装置
　　８　封入金格納部
　　９　回収カード格納部
　１１　ネットワーク
　１２　通信部
　１３　係員鍵

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】

【図２３】
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【図１】
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【図２】
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【図３】



(18) JP 2012-168657 A 2012.9.6

【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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【図１７】
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【図１８】
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【図１９】
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【図２０】
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【図２１】
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【図２２】
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